
 

令和８年度つくば市展示会出展支援補助金交付要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は、販路拡大に取り組む中小企業者等及びつくばクオリティの認

定事業者に商品等の宣伝又は商談のために展示会に出展する経費の一部を予算の

範囲内において補助することにより、販路拡大を促進し、本市産業の活性化に寄

与することを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 中小企業者等 

 次に掲げるものであって、市内に本店又は主たる事業所を有する法人並びに

市内に住所及び主たる事業所を有する個人をいう。 

ア 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条に規定する中小企業者 

イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）第３条第１項 

に規定する中小企業団体 

(2) つくばクオリティ認定事業者 

 商品等について、つくば市商品等のつくばクオリティの認定に関する要綱（令

和２年つくば市告示第 631 号）第８条第 1 項の規定により認定を受けている者

をいう。 

(3) 展示会 

 次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 主催者が開催期間等を規定する展示会等で製品等の宣伝又は商談を目的と

するものであること。 

イ 出展者が出展小間を有する展示会等であること。 

ウ 複数の出展者が参加する展示会等であること。 

エ 令和８年度つくば市展示会出展支援補助金（以下「補助金」という。）を

申請する者自らが主催し、又は運営に携わる展示会等でないこと。 

(4) 単独出展 

事業者が単独で出展区画を使用し、自らの製品又はサービスを展示する出展

形態をいう。 



 

(5) 共同出展 

単独出展に該当しない出展形態であって、複数の中小企業者等が同一の展示

会において同一の出展区画を共同で使用し、各中小企業者等の製品又はサービ

スを展示する出展形態をいう。ただし、資本関係、役員の兼任、親族関係その

他の事情により、実質的に同一の経営と認められる中小企業者等による出展は

共同出展に含まない。 

(6) 補助事業者 

補助金の交付決定を受けて補助事業を行う中小企業者等又はつくばクオリテ

ィ認定事業者をいう。 

(7) バーチャルオフィス 

事業者が当該所在地において実際に事務活動を行う事務所や営業所を設置し

ておらず、登記、住所利用、郵便物の受領等のみを目的として利用する事業所

形態をいう。 

 

（補助金の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たす者と

する。 

(1) 次のいずれにも該当する中小企業者等であること。 

ア 製品等の特徴的な部分の全てを自ら開発又は生産した製品等を、国内又は

国外で開催される展示会に出展するものであること。 

イ 市税の滞納がないこと。 

ウ 常時事業活動を行っていること。（登記上の所在地がバーチャルオフィス

等の実態のない事業所でないこと。） 

エ 市ホームページにおいて採択結果を公開することに同意すること。 

 (2) 次のいずれにも該当するつくばクオリティの認定事業者であること。 

ア つくば市商品等のつくばクオリティの認定に関する要綱第８条第１項の規

定による認定を受けている製品等を、国内又は国外で開催される展示会に出展

するものであること。 

イ 市税の滞納がないこと。 

ウ 市ホームページにおいて採択結果を公開することに同意すること。 

２ 補助金の交付を受けることができる回数は、単独出展及び共同出展の区分ごと

に、一の年度につき１回を限度とする。 



 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、販路開拓又は商談機会の創出を目的として展示会へ出展

する事業とする。ただし、展示会会場において商品の販売行為を行う場合は補助

対象外とする。 

 

（補助金の対象経費及び額） 

第５条 補助金の額は、次に掲げる経費の総額の２分の１以内の額、つくば市産業

創出支援補助金（令和３年度以降）、令和６年度つくば市展示会出展支援補助金

及び令和７年度つくば市展示会出展支援補助金において、合計３回以上の交付を

受けている者は、次に掲げる経費の総額の３分の１以内の額とし、国内で開催さ

れる展示会の場合は 30 万円、国外で開催される展示会の場合は 50 万円を上限と

する。また、２者以上の共同出展は、国内の展示会に限り、次に掲げる経費の総

額の２分の１以内の額とし、1 者当たり 30 万円を上限とする。 

(1) 展示会に係る出展小間料（一の年度において一の展示会に係る出展小間料に

限る。） 

(2) ２人分を限度とする国外線の航空旅客運賃のうち次のいずれにも該当するも

の。 

ア 通常の経路及び方法によるものであること。 

イ エコノミークラスで往復するものであること。 

ウ ２人が同一の経路によるものであること（２人分の航空旅客運賃を補助対

象経費とする場合に限る。） 

エ 一の渡航で複数の展示会に出展する場合にあっては、最初の展示会の会場

までの航空旅客運賃及び最後の展示会の会場からの航空旅客運賃であるこ

と。ただし、これらの航空旅客運賃のうち補助金の交付の趣旨を踏まえ市長

が不適当と認めるものを除く。 

(3) 国外線の燃油特別付加運賃 

(4) 国外線の航空保険特別料金 

(5) 通訳、翻訳に係る費用（補助金を申請する展示会に使用するものに限る。） 

(6) 情報掲載料（企業情報、製品等の情報掲載費用に限る。） 

(7) 出展小間装飾費 

(8) 出展に係る電気工事費 



 

(9) 出展に係る備品レンタル費 

２ 次の各号に該当する経費は、補助対象経費から除く。 

(1) 消費税及び地方消費税相当額 

(2) 補助対象経費とそれ以外の経費の区別が難しいもの 

(3) その他市長が助成対象経費として不適当と認めるもの 

(4) 他の補助金等の交付を受けているもの 

３ 第１項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

とする。 

４ 次に掲げる方法で支払われたものは、補助金の対象経費としない。 

(1) 現金支払い（１取引税抜き 10 万円以下の旅費を除く。） 

(2) 小切手又は手形による支払い 

(3) クレジットカード及び電子商取引での支払い（実績報告書の提出までに引き

落としが確認できる場合を除く。） 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第 1 号)に

次に掲げる全ての書類を添付し、この要項の施行日から翌年２月末日までに市長

に提出しなければならない。ただし、国内で開催される展示会については展示会

の開催までに、国外で開催される展示会については渡航以前に申請を行うものと

する。 

(1) 出展状況を明らかにする書類 

(2) 事業計画書 

(3) 行程表（国外で開催される展示会に出展する場合に限る。） 

(4) 履歴事項全部証明書の写し（申請日以前３か月以内に発行されたものに限

る。）又は個人事業の開業届出書の写し 

(5) 最新の決算書の写し（個人にあっては確定申告書の写し） 

(6) 市税に滞納がないことを証する書類の写し（申請日以前 30 日以内に発行され

たものに限る。） 

２ 共同出展の場合における前項の書類の提出については、次のとおりとする。 

(1) 補助金交付申請書(様式第１号)及び前項第１号の書類は、共同出展の代表申



 

請者が提出するものとする。 

(2) 前項第３号から第６号までの書類は、共同出展者それぞれが提出するものと

する。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第２号)により、

補助金を交付することが不適当であると認めたときは補助金不交付決定通知書

(様式第３号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の交付の決定に、次に掲げる交付条件を付する

ものとする。 

 (1) 市長が補助金について、報告を求め、又はつくば市職員をして、証拠書類そ

の他の物件を調査させる場合は、これに応じること。 

(2) 補助金の内容を明確にするため、実施内容がわかる書類を整備し、５年間は

保存すること。 

(3) つくば市補助金等交付適正化規則（昭和 62 年つくば市規則第 15 号）及びこ

の要項の規定に基づき、市長が補助金の返還の命令その他の措置を講じたとき

は、これに従うこと。 

(4) つくば市補助金等交付適正化規則及びこの要項の規定を遵守すること。 

 

（変更の申請） 

第８条 補助事業者は、補助金交付申請書及び提出書類に記載された事項について

変更が生じたときは、補助事業の実施前までに、補助事業変更申請書（様式第４

号）に見積書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、軽微な変更であって、補助金の申請額に対し増額の変更を伴わ

ない場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業

変更承認書（様式第５号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 



 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して

20 日を経過する日又は申請年度の３月 19 日のいずれか早い日までに補助事業実

績報告書（様式第６号）に収支決算書及び支出を証する書類その他市長が必要と

認める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 宣伝又は商談状況の概要書 

(2) 出展状況を示す写真又は画像 

３ 共同出展の場合における書類の提出については、次のとおりとする。 

(1) 補助事業実績報告書（様式第６号）、収支決算書及び支出を証する書類は、

共同出展の代表申請者が提出するものとする。 

(2) 前項第１号及び第２号の書類は、共同出展者それぞれが提出するものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第７

号)により当該交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 補助金の交付は、補助事業の完了後とする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(様式第８号)を市長に

提出しなければならない。共同出展の場合は、共同出展の代表者が補助金交付請

求書(様式第８号)を提出するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該

補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な行為により補助を受けようとしたとき。 

(2) 社会的に重大な責めを負う事件又は事故を起こしたとき。 

(3) 補助事業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。 



 

(4) 第７条第２項第１号、第２号又は第４号に掲げる交付条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交

付決定取消通知書(様式第９号)により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条第１項各号(第３号を除く。)の規定により補助金の交付決

定を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に対して、既に交付した補助金

の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（出展成果の報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して６月を経過する日ま

でに、出展成果報告書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。共同

出展の場合においては、共同出展者それぞれが提出しなければならない。 

２ 前項の出展成果報告書を提出していない者は、当該報告書を提出するまでの間、

補助金の交付申請をすることができない。 

 

附 則 

（施行期日等） 

この要項は、令和８年（2026 年）5 月 1 日から施行する。 


